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はじめに

原文は13べ 一ジの小論文であ り外国文献抄録

の一つ とするのが適当とも思われたが,テ ーマ

と枠組設定に魅かれて若干の私見 を加 えたた

め,書 評 として掲載 していただ くことになった.

本論文の主 旨は,こ れまで経営学者 によって

さまざまに規定 されて きた公企業の概念をケイ

ンズ とランゲの見解の比較を通 じて考察す ると

ころにあると思われる.

それはまず,企 業概念から営利を排除す るも

のと,営 利目的体として把握するものに大別さ

れる.次 に,私 企業と公企業と公非企業の本質

的差異.さ らに,所 有形態が国有の場合であっ

ても国家体制の違いとそこでの企業利潤の位置

づ けと帰属によって公企業の性格が異なって く

る点,現 実に公企業が非営利目的の場合 もある

点などを考慮 した上で,公 企業の特殊性を損な

うことなく包摂する上位概念 としての企業本質

規定を得なければならないという,理 論上の大

きな困難を伴 う作業である.

仮にこの基準か ら判断するとすれば,Jossaは

二人の比較によって公企業が内包する固有の問

題性を浮かび上がらせ る点では成功していると

考えられ る.そ れは第一に企業への公的規制を,

第二に体制を越えた市場システムの役割の有効

性(経 済的合則性)と 限界性(人 間による制御)

に関わるものである

しか しJossaは,ケ インズ もしくはランゲの見

解に対する支持あるいは反対という形での間接

的に意見表明はす るものの,公 企業に対する彼

独自の所見といえるほどの積極的な記述は(本

論文中には)見 いだせないように思われる.

ケインズはベ ンサムや彼が資本主義の政治哲

学的基礎とみなす ヒュ ―ムに学び,純 粋な動機

(多分,彼 が使用するところの 「経済法」「自然

法」)に 基づ き,利 他主義 と平等主義を政治的

思考に導入 し,経 済理論化 して政策モテルを作

り,実 際のプランニングに適用した.そ の意味

では,経 済を単 に科学的,客 観的に把握 しただ

けでなく強烈な政治哲学 をもっていたことをあ

らためて確認 させ られる.以 上 の点に加えて,

国家の経済政策の形成に大 きく関与する立場に

あったことは全 くランゲ にも共通す る特徴であ

る.

Jossaは,ま ずケインズの体制的スタンスにつ

いて次のように述べている.「 ケイ ンズは,資

本主義の本質的特徴を蓄財や金銭への執着 とい

う個々人の本能に強烈に訴えて,そ れを経済 と

いう機械の主動力源とす る(=資 本主義は利己

主義を基礎 とする)社 会システムであり,他 方,

社会主義は社会的義務ではあるが個人の権利で

ないものを基礎 とする(=崇 高な動機のみに訴

える完全な)社 会的システムとみな した.彼

は社会主義に対 してシンパセティックではあっ

たが,利 益追求(経 済的能動性のことであるが,

その含意は単 に経済的というだけではなく人間

行動のアクティビテ ィとして彼は使っている)

を無視す るような社会主義は多数の問題を発生

させ,実 現不可能であるとす る考えは強烈であ

った,」 と.

一方のランゲ については評者か ら補足してお

こう.ラ ンゲは社会主義経済の運営の不可能性

を主張す る自由主義陣営の論者 に対 し,国 家は

価格のパラメ トリックな機能を利用す ることに

よって自由主義的な社会主義経済 を円滑に運営

しうることを論証 しようとした.彼 は,特 に,
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マルクス主義の側に 「ブルジョア経済学」の個

別の科学上 の到達点について軽視があったこ

と,と りわけ,経 済管理の実践に関するもので

あるためにマルクス主義は社会主義経済におけ

る(経 営)管 理の問題を解決する可能性面で は

不必要に貧 困化 して しまった ことに猛省 を促

し,「 ブルジョア科学」の成果を批判的に摂取

し,過 渡期の経済お よび社会主義経済の管理 に

必要な,固 有の科学分析の方法を発展 させるこ

とに全精力を傾けた人であった.

1.ケ イ ンズの公企業観

Jossaは,公 企業論におけるケインズとランゲ

の類同性 として,両 者が企業集申=大 企業の社

会化傾向に注目し,こ れを自生的,必 然的なも

のとして科学的,客 観的に認識し,企 業の社会

化形態である公企業を理にかなう(論 理帰結的

であ り,実 証的にも補強され る)も のとして支

持 した点をあげている.

まずケインズであるが,彼 は公的規制の拡大

については徹頭徹尾反対したが,「 市場の失敗」

の分野に限定 した上で,企 業については積極的

に容認 した.な ぜ なら,中 央統制 と行政機構の

拡大を避 けつつ完全雇用を保証す るための手段

は投資の包括的な社会化 しかな く,こ れを実現

するのが企業の社会化であると考えていたから

である.

その後彼 は一歩進んで,投 資の社会化のため

には,た とえ自主権をもつ機構や組織がコス ト

と国家統制を伴うものであったとして も,そ の

存在こそが社会進歩の基盤であり,必 要な もの

とした.た だ し,政 府の支出の増大,権 限の拡

大,資 源の浪費など 「政府の失敗」をもたらさ

ないためには,公 企業は分権化された自主権を

もつ組織であるとともに効率性 と利潤の追求,

所有と経営の分離 とい う私企業の原理が適用さ

れねばならない.ま た,公 共(自 主権をもつ組

織であって国を意味しない)の 手によるコン ト

ロールは経済の活性化 という国家の基本的機能

に存するものであって,こ れこそこれからの政

府の義務であ り,市 場システムにおいては私的

個人に無視 される一般的利益を実現する保証で

あると主張 した.

なお,公 私の境界については,原 理的な問題

としてではなくア ドホックにとらえていたよう

である.(「 自由放任主義の終焉」「私は自由主

義者か?」).ま た,Jossaは 指摘 していないが,

ケインズは民主主義を擁護 し議会を評価しつつ

も,「 行政府 の愚かさが自由放任主義を良とす

る偏見を流布 させている」 と述べている点は,

現代の公共選択論者の多 くに共通する政府観で

ある.

要するに,ケ インズは公企業の国家か らの独

立性を主張 し,国 家予算の膨張 と干渉の増大と

いった双方に生起す るであろうマイナスの影響

を未然に防止するために,公 企業は私企業の経

営原理(利 潤最大化 とコス ト最小化)を 導入す

ることによって,自 身の効率性 と独立性を追求

すべ きと主張 したとJossaは 要約 している.ま

た,鍵 を握るのは労働者の能力であると考 え,

選抜試験 という募集方法で労働者を確保すると

いうケインズの提案も紹介 している.

H.ラ ンゲの公企業観

次いでJossaは,「 他方,戦 問期において最 も

有名な市場社会主義の理論家はオスカ ー ・ラン

ゲで あった.」 としてユニ ークな彼の経歴 と業

績を紹介している.「 ランゲは当初,「 社会主義

の経済理論について」の中で,資 源の最大限の

効率的使用を追求するために生産手段が公有 さ

れているシステム(社 会主義)に あっても,完

全競争を特徴とす るシステム(資 本主義)に お

ける企業家の行動をまねなければならないと述

べるにとどまり,公 企業その ものについては全

く論及しなかった.そ してその後10年 間社会主

義理論については何 も公表 しなかった後,自 主

権をもつ企業に基づ く市場社会主義という理 念

へ転換 し,心 中に構想 していた市場社会主義に

おける公企業の役割について大いに論 じるよう

になった.」 と.
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そこには,ア メ リカ経済学界の第一線で活躍

した後,祖 国ポ ―ランドに戻って社会主義経済

の建設に貢献 していたランゲにおきた変化 をみ

ることができよう.

ランゲ もケインズ と同様 に,企 業集 中による

企業の社会化傾向を重視し,こ れを経済構造の

社会化 ととらえていた.即 ち,企 業という社会

的組織 と無政府的な国家 との問には生産全体と

しては矛盾をはらんでいて,国 家による大企業

の克服(公 企業)に よって解決されるものであ

ると述べている(「 この矛盾が新 しい社会主義

的生産関係を可能 とすると同時に,社 会主義的

生産関係を必要とする状態を準備する.」)。

そして,経 済諸法則 は 「人間の意識や意志の

産物ではな く」,従 って経済体制 に関係な く常

に客観的な存在,経 済の真のプロセスの反映で

あ り人為 とは無関係 に機能する ものだが,(エ

ンゲルスが反デューリング論で述べているよう

に)「 しかるに,生 産手段の公有はこれ ら経済

諸法則に人間が意図した結果を与えることを可

能にす る」.言 い換 えれば,企 業の国有化 によ

って(一 人間の主観的な営みを超越 して殆 ど一

つの自然法則に近いような形で機械論的に経済

世界を構成 している一評者)経 済諸法則の客観

性,独 立性は尊重すべ きものであって,人 間は

これをチエックすることはあっても損なっては

ならず,肝 心なのは諸法則の効果が人間の目的

と一致するような状況を作 り出す ことだ と主張

した とJossaは要約 している.

この点については,Jossaの 論文では言及 して

いないが,ラ ンゲの 「社会主義へのポ ーランド

の道 に関する若干の問題 について」において,

より明確 「に展開している.「 企業の 自立化は経

済的刺激に基礎をおく経済への移行 と結びつい

ている.そ のためには,価 値法則の原則な らび

に働き手を物的に関心づける刺激(賃 金や報酬)

を企業の収益性に依拠 させる原則と一致する方

式で価格体系を改革する必要がある」 と.こ れ

はランゲの社会主義に対する基本的なイメ ージ

で もあるようで,さ らに,「 社会主義において

は国家は権力や直接的な行為によって個人を行

動させるのではなく,適 切な動機づけによって

個人が全体として社会のためになるような選択

を(自 ら)す るように誘導せねばならない」と

述べている.従 って,公 企業について も,「社

会主義は公企業を主唱しはするが,そ れは政府

によって方向づ けられ ることが真意ではな く,

むしろ公共的領域は政治的国家から独立 してい

るよう欲す る.」 としている.も っとも,彼 の

心中の理想社会は 「私的な利潤動機がない」社

会であったようだが.

皿.(二 人 の)比 較

以上をふまえて,Jossaは 以下のようにケイン

ズ とランゲの公企業を整理している.

(i)共 通点

両者はともに私企業は自らを社会化する傾向

があるとする点(そ の理 由については厳密には

異なるが),さ らに所有 と経営(管 理)の 分離

を好 ましいものとする点,公 企業および経済活

動の公的規制は経済の能動性を損なうため,規

制は直接的な国家介入で はな く,半 自治権をも

つ公企業を通じてなされるべ きである点では共

通する.

(ii)争 点

大企業が利潤最大化 を至上目的とす るかどう

かについて,特 にそれが公企業である場合,そ

の規模の大 きさと公益追求 というその性格と関

係があるのか どうかについてはケインズとラン

ゲの意見は別れる.両 者はともに公企業が効率

的に運営されるべ きことを第一義的に重視する

がその理由はやや異なる.

(「自由主義者」ケイ ンズ の主張は略すが,)

ランゲは利潤 というカテゴ リーは社会主義企業

においても残存す るがそれが企業の究極の目的

であることはなく,計 画とい うより高次の社会

目的に対する下位の手段,即 ち 「利潤は計画さ

れた目標を完遂す るための手段 として,あ るい

は経済原理がいかにかけ離れたものか(な ぜな

一110―



"K
eynesandLangeonpublicenterprise"

ら,私 企業を動かす法則 は社会の希望に従って

機能 しないと彼は考 える)を 知る指標 として」,

即ち,経 済計画 に対する情報 としてとらえる.

従って,国 家は社会の希望に沿うよう企業の経

済的能動性をコン トロ ―ルすべ きであるととも

に,「 社会主義社会では公企業は資本主義社会

の私企業のように行動 し」利潤の最大化を追求

すべ きことを主張する.

(iii)論点

.Jossaは,企 業が私的もしくは公的であること

に関する最大の論点は所得配分に関する問題と

とらえ,こ の点をめぐるケインズ とランゲのの

見解 を対比 している.

ケインズは社会の失敗とは完全雇用の未達成

と富と所得の不公平な分配 としているが,も し,

公企業が利潤最大化を追求するならば,そ の帰

結 として市場のもた らす恣意的で不公平な配分

を改善できるのではないか,と の疑問が生ずる.

これに対する一般的な見解は,今 日の社会的不

平等は財産の私的所有,地 代および利潤の私的

専有の結果であり,そ の起源は個々人の人間と

しての個性,能 力差に由来するというものであ

ろう.し かし,ラ ンゲはこれに異を唱え,能 力

を修得で きる環境の有無,も しくはそのような

環境へのアクセスの差(一 個人の初期条件の

差 ―評者)を 指摘 し,Jossaも また これ を支持

している.ラ ンゲは続けて,「 不平等の起源が

どのようなものであれ,公 有システムはそれを

調整するシステムであり,市 場社会主義がもた

らすのは競争による不平等ではなく,も っと多

面的なもの,特 権化を排除し,よ り純粋に需要

と供給を一致させ るもの(例 えば,嫌 われ仕事

は高賃金であるという)で ある」 と展開するの

である.

おわりに

Jossaは結論として,公 企業に関す る最大の問

題点は,(経 営管理の)効 率性 と(労 働者 の)

インセ ンティブが有効に機能 しない こととみ

る.そ して,公 企業システムの使命を,投 資レ

ベルの最適化,完 全雇用の達成,富 の配分の改

善,さ らに地理的な資源配分をよりバランスの

とれた ものにすることとする.生 産手段の公有

によって効率的に企業が運営 されれば,「 これ

までは人間 自身の社会関係が自然によってお し

つけられた ものとして人間に対立させ られてき

た(一 歴史を支配し人間に対立 してきた客観的,

外的な)力 が,人 間自身の統制に服 し,こ こに

はじめて人間は自らの歴史を十分な意識をもっ

て自らが創造するようになる.こ の時か ら始め

て人間が支配するようになる(一 経済諸法則が,

概ね人間が望んだ通 りの結果 を産むようにな

る)」(反 デューリング論)と いうランゲ もしば

しば引用する科学的社会主義のビジ ョンを繰 り

返 し掲げて いる.続 けてJossaは,市 場法則が

社会の息吹を維持するよう効果的な方法で人間

がコン トロ ールすることは可能であ り,企 業が

利潤最大化という目的を断固として追求するの

は実 にこのためであると結論づ けている.

そしてJossaは 次のような疑問を掲げてこの論

文を締め くくっている一 「システムが長期にわ

たって効率的であるような資本主義にとって替

わるオ ールタ ーナティブな選択の提示は果たし

て可能だろ うか?」 と.Jossaの この結論に物

足 りなさを感 じるのは私だけであろうか.

もしも今日,ケ インズ,ラ ンゲを乗 り越 える

ポイン トがあるとしたら何か.そ れは,現 在の

「社会主義」崩壊という歴史的事実,「 勝ち残っ

た」資本主義における地球規模の問題の多発性

と緊急性の下での公企業や協(共)同 企業 一公営

企業,第3セ クタ ー,協 同組合,NPO等 の役

割 と組織化 と運営のあ り方,さ らには公共部門

をどう解釈す るか,ど うつ くりあげていくかと

いう点にあるのではないかと私は考える.

よく言われるように,誰 がもしくは何が 「ケ

インズを殺 したか」,あ るいは 「社会主義」の

崩壊 とともにランゲの研究は 「煉獄に引き渡さ

れ,煉 獄からさらに,忘 却の地獄へ」(コ ヴァ

リクがランゲの業績について表 した言葉)葬 り

去られて しまったのかどうか という問いは,今
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日では第一義的な問題た りえないのではない

か.「 理論 というのは,一 定の条件の下で構築

されたモデルからいろんな帰結を出す分析装置

であ り」「条件そのものは歴史とともに変わる

ものである」(篠 原三代平)と い う意見を念頭

に置 くな らば,「 もはやケインジアンで もおれ

ないし,同 じようにもはやハイエキアンで とど

まっていることもできない」(西 部氏)し,な

おさらランゲにとどまることもで きないのが現

在の状況なのだろう.

ここで彼等 に現代が学ぶべきものはどのよう

なことであるのかを考える際,ま ず第一に想起

するのは情報通信技術の飛躍的進歩である.

これに関 して,ラ ンゲは政治経済学の 「補助

科学」の一つとして計量経済学を位置づ け,な

かで も,当 時発表され世界的に大きな反響を呼

んだサイバネティクスを 「国民経済の指導を有

効にし国民経済を正 しく機能 させ る手段を探求

する上で特 に有用である」(「政治経済学」)と

して応用に努めたことは彼の主たる業績の一つ

であった.

このサイバネティクス理論の定義は,主 唱者

ノーバ ート・ウィーナ ーによると,「機械およ

び社会をコン トロ ールする手段 としてのメッ

セ ―ジの研究」(「人間機械論」)を その一つ と

して含み,「 制御 とコミュニケ ーションの問題

一般を攻略 しうるような
,言 語及び技術を育成

すること」を目的とするものである(同).こ

れは一般システム論の新 しい領域を切 り拓 く記

念碑的なアイデァであったが,そ れは同時に,

「エ ン トロピ ーの法則が,言 語のテクノクラ ―

トによる所有や,官 僚主義的な仕方での意味の

『電子工学』への換元に格好の根拠 を保証 して

くれる」(マ ーク ・ボスタ ―著 「情報様式論」)

として,あ る条件下では支配の中心化に転化す

る可能性を内包 している点は注 目すべきであろ

う.

あわせて,ラ ンゲが価格設定を国民経済の本

質的推進力 ととらえ,「 市場価格を柔軟 に動か

しながら需給状況を反映す るように計画価格を

操作する社会主義過程を重視したことは今 日で

も非常に大きな意味がある,と はいえ,社 会主

義体制 と名がつ く限 りは価格の硬直性は免れな

い.」(篠 原三代平)と の意見は従来からも多 く

あった.こ れを克服する道は 「政治や倫理や 日

常生活 といった諸領域が もつ機能的独 自性やそ

れらの問のシステム的連関」(山 之内靖)を 正

しく認識 し,高 度に発展 した情報通信機器に支

えられつつ,し か もその ような多次元性をカ

バ ーしコン トロ ールする手段の分散化 ・分権化

を通 じて,自 主権ある公共部門が真 に自立す る

時代 をめざすことにあるのではないかと思われ

る.そ してこのことは,も し,ケ インズとラン

ゲが現代に生 きていたら意見が一致 していた点

でないだろうか.
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